
253

土木課

第 １ 回 第 ２ 回

入札(見積)金額 入札(見積)金額

497,000 決　　　　　定
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所

商号又は名称

代 表 者

円

円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所

(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円

(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円

(7) 最低制限価格（税別） 円

(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分

(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 13時50分

入札（見積）結果公表台帳

物品関係

事業名

土木設計積算システム機器更新に伴うシス

テム再構築業務委託

所管課

選定理由

　本業務は、平成２５年１０月に更新する土木設計積算システムハードウェアにおける、同システムソフトウェアの再構築を行う業務を

委託するものである。

　当該ソフトウェアのシステムは、京都府の承認・貸与を受け使用するものであり、システム貸与時に京都府と交わす覚書において、

「システムの秘密厳守」、「システムの解析・改変・他プログラムへの組込み禁止」を規定しているため、当該システムとその基幹とな

る京都府土木工事設計積算システムの開発業者であるキャル株式会社が、唯一の再構築可能業者となる。

　当該システムが京都府から貸与されたものであることから、本市の意向で他の業者に委託することは事実上不可能であり、積算システ

ムを使用できない場合、本市土木事業等に多大な支障を生じることとなる。

　以上の理由により、当該システムの開発業者であるキャル株式会社と随意契約する。

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者

キャル株式会社

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人

第 ３ 回

協 議 後 見 積

入札(見積)金額

キャル株式会社
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大阪府大阪市中央区南船場四丁目４番２１号

キャル株式会社

代表取締役　竹田　稔

(2) 契 約 金 額

521,850

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 24,850

平成 25年 (2013年） 10月 17日

平 成 25 年 (2013 年 ） 10 月 7 日

平成 25年 (2013年） 10月 16日

平成 25年 (2013年） 10月 17日

平 成 25 年 (2013 年 ） 11 月 8 日

城陽市役所　都市管理部土木設計積算室
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